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最近では、マンションの耐震強
度偽装事件をきっかけに建築基準
法が改正され、これにより建築許
可の手続きが煩雑化し、建築業界
は非常に困りました。コンプライ
アンス不況です。この度、法制審議
会に民法部会が設置され、民法典
（債権関係）の改正議論が始まりま
したが、同様の混乱を招くのではな
いかと危惧しています。
民法典は明治31年に制定され、

100年以上が経過しています。見直
しの必要性を否定するものではあ
りませんが、ただ、その際にお願い
したいことが二つあります。
一つは、企業や個人の取引の自

由度や柔軟性を阻害し、ひいては
各種イノベーションの発生を妨げ
ることがあってはならないという
点です。企業は非常にスピード感
あるグローバル競争をしています
が、その足を引っ張るような法律に
はしてほしくありません。

もう一つは、立法過程の公開、情
報提供など、同じ改正をするにして
も国民的な議論を経た上で行ってほ
しいということです。現在、法制審議
会民法部会では学識豊富な研究者
によって議論されていますが、報道
も少なく、この事実は広く国民に知れ
渡っていません。債権法とは、平たく
言えば、物の売り買いのルールを定
めたものです。企業活動はもちろん
国民一人ひとりの生活に影響を及ぼ
すものですから、改正には広く国民
的議論を経る必要があるでしょう。

日本の法体系は、一般的・抽象的
な規定を基本法に明記し、個別・具
体的規定は特別法で補うという形を
とっています。それがこの度の改正
では、個別・具体的な要素が基本法
の民法に加えられそうな動きが見ら
れます。例えば民法部会では、消費
者契約法や商法といった特別法で
定められている内容の民法典への

繰り入れが議論されています。
しかし、このように個別・具体的な
内容を基本法へ盛り込むことは、問
題があると考えます。第一に、現行特
別法として補われている部分は機動
的な改正が必要な場合もあるのに、
その内容を一般法・基本法に入れて
いいものかという疑問があります。特
別法への参照規定を基本法典内に
置く方式でも十分に対応できるので
はないでしょうか。
第二に、基本法は「自然人・法人」

といった抽象概念を用いており、
特別法は消費者、事業者、労働者と
いった具体概念を用いています。
法体系の層が違うのですから当然
と言えば当然ですが、これを一緒
にするのであれば、法律間の整合
性についてよほど慎重な検討が必
要となるでしょう。
いま、民法典に何か差し迫った
不具合はありません。時間は十分
にあります。慎重な、公開された法
律改正を望みます。
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国民の生活に密着した
法の改正はオープンに

特別法の内容を基本法に
組み入れるなど問題点あり


